九州大学漕艇部後援会規約
　
第1章 名称及び事務所
第1条 本会は九州大学漕艇部後援会(通称「名島会」)と称する。
第2条 本会の事務所は九州大学漕艇部艇庫に置き、各地に支部を設けることが出来る。

第2章　目的及び事業
第3条 本会は九州大学学友会漕艇部(以下「漕艇部」と称する。)を後援指導し、身心強健、学徳兼備、必勝のオアズマンを養成訓練し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
　　　　1 漕艇部に対する後援
　　　　2 選手及びマネージャーの指導訓練
　　　　3 漕艇に関する調査、研究、指導
　　　　4 諸行事、諸会合の開催
　　　　5 その他の必要な事業

第3章　会　員
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
　　　　1 九州大学学友会漕艇部に在籍した者
　　　　2 本会の目的事業を賛助する者
　　　　3 本会が特に依頼した者
第6条 本会の会費は年額壱万円(一口)以上とする。ただし、前条2項に規定する会員については、この限りではない。

第4章 役　員
第7条 本会に次の役員を置く。
　　　　1 会　長　　　　　1名
　　　　2 副会長　　　　　2名
　　　　3 事務局長　　　　1名
　　　　4 理　事　　　　若干名
　　　　5 支部を設けるとき支部長　　各支部に1名
　　　　6 監査役　　　　　1名
　　　　以上の外、名誉会長、顧問を置くことができる。
　　2 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第8条　会長及び副会長は理事会の推薦により総会で選任する。
　　2 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
　　3 副会長は会長を補佐する。
　　4 事務局長は本会の事務を統轄し、理事会の召集並びに理事の掌握その他必要なる事項に当たる。
　　5 理事は会員中より選任され、理事会を構成する。
第9条　理事会は次の事項に当たる。
　　(1) 事業計画及び収支予算　　(2) 会員募集及び会員名簿作成
　　(3) 事業報告及び決算　　　　(4) 諸行事、諸会合の開催
　　(5) 会報の発行　　　　　　　(6) 漕艇部監督及びコーチ選任に関する助言
　　(7) その他必要なる事項
第10条　支部長は理事会の選任による。但し各支部所在地在住の会員たることを要し、理事との兼任を妨げない。
　　2 支部長は、所属支部の事務を処理し、会員との連絡に当たる。
第11条　名誉会長及び顧問は会長の委嘱により会務に関する諮問に応じ、助言を与える。

第5章　会　議
第12条　総会は年1回の通常総会及び臨時総会とする。
第13条　次の事項は総会の議を経ることを要する。
　　　　　　　　1 事業計画及び収支予算に関する件
　　　　　　　　2 事業報告及び決算に関する件
　　　　　　　　3 役員の解任及び選任に関する件
　　　　　　　　4 規約の変更に関する件
第14条　総会の議決を経ねばならない事項で臨時急施を要するものは、理事会の議決により決定処分することができる。但し、この場合は、次の総会で承認を得ることを要する。
第15条　理事会の議決を経ねばならない事項で臨時急施を要するものは、会長の裁可により執行することができる。但し、この場合は、理事会で承認を得ることを要する。

第6章　会　計
第16条　本会の運営は会費収入寄付金等を以てまかなう。
第17条　本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

第7章　補　則
第18条　本規約の施行に関する細則は、理事会の決議により之を定める。
第19条　本会設立当初の役員は発起人会で之を定める。

附　則
1 本規約は昭和31年4月1日にさかのぼり之を施行する。
2 本規約は平成12年1月1日に改正する。
3 本規約は平成14年4月1日に改正する。
4 本規約は平成15年4月1日に改正する。
5 本規約は令和5年5月21日に改正する。
6 本規約は令和6年6月16日に改正する。
